
Ｒ1年 11月 16日 ソーレ ＤＶ防止啓発講演会 

「暴力による『心の支配』 ～ＤＶがもたらす子どもへの影響～」 
 

 

 日時：令和元年 11月 16日（土）１３：３０～１５：３０ 

               会場：こうち男女共同参画センター「ソーレ」大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師 千田 有紀さん（武蔵大学社会学部教授） 

 

大阪府生まれ。東京大学文学部社会学科卒。専門は、現代社会論、ジェンダーの社会学。日本

女性学会代表幹事、ＮＨＫラジオ高校講座『倫理』講師などを勤める。 

【著書】 

『男性学/女性学』（岩波書店）、『日本型近代家族：どこから来てどこへ行くのか』（勁草書房）

『ジェンダー論をつかむ』（有斐閣、共著）など多数。 

 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇 

ソーレでは毎年 11 月 12 日から 25 日の内閣府による「女性に対する暴力をなくす運動」期間

に合わせて DV 防止啓発講演会を行っています。今年は千田有紀さんから、DV と虐待につい

てご講演いただきました。 

 

１、母親をめぐる状況 

 母親による三つ子の次男の虐待死が起こりました。次男はとても手がかかる子で、母親が施

設に入れたい、と言ったけどそれはかないませんでした。この母親は毎日睡眠時間１～２時間

しかなく、授乳は１日最低２４回でうつ病状態になっていて、ＳＯＳを出していたのです。支

援センターに来てくださいと言われたけれども、エレベーターのないアパートに住んでいたた

め、子ども３人を抱えてそこに行くことができず、子供を床にたたきつけてしまい、子どもが

亡くなってしまったという事件でした。 

 裁判員裁判の結果、執行猶予がつきませんでした。父親は自分だけでは育てられないため残

る二人の子どもは養護施設に入っているそうです。今までの慣例ですと、母親がその子どもの

世話をしながら面倒をみるのがいいだろう、と執行猶予がつくことが普通でした。子どもを抱

えることは大変だということで、瞬く間に署名が集まったけれど、高等裁判所でも執行猶予が

つかなかった、ということでニュースになりました。 

 母親の育児責任をめぐる世間のまなざしというのは、すごく厳しくなってきていると思って

います。それは私たちが虐待を許さないという強い信念を持っていて、子どものことを考えた

からですけど、ただ母親を厳しく罰することで解決するのかということも考えたいと思います。 

 

２、裁判所を構成する概念 

 日本の裁判所では、ＤＶと暴力は別だというふうに考えられています。民法 766 条が平成 24

年に改正され、離婚するときには面会交流と養育費の両方を取り決めることになりました。そ

れからは、裁判所が原則として面会交流を求めるようになり、ＤＶと暴力は別、つまり、夫婦



の間で暴力があったとしても子どもに対してはやっていないから、ＤＶのことは忘れて子ども

のために面会交流させればいいじゃないか、ということです。しかし、「私さえ我慢すればこの

子から家庭を取り上げないで済むと思って、ずっと我慢してきた。でも、子どもまで虐待され

た。夫婦の関係が悪い形で子どもに出ているから、子どものためにならない」と離婚をしても、

面会交流で暴力的な関係が続いてしまうこともあります。 

 

３、暴力を受け続けると 

 DV の加害の本質は、支配とコントロールです。被害者は、いろんなところでどういう難癖

がつくか分からず、臨戦態勢で構えなくてはなりません。加害者のちょっと優しい気持ちにほ

ろっとすると、やっぱり後ろから蹴られるみたいなジェットコースターのようなことが起こる

ので、被害者は情緒不安定になりがちです。そうすると、「あの人の言うことは信じなくていい

よね」となるわけです。ここがすごく難しいところで、感情的に不安定になったり、言うこと

がとりとめなくなる理由は、ずっと暴力にさらされてきたからなのだけど、加害者のほうが、

外では妻をかばっている良い夫にみえたりします。夫がめちゃくちゃでうまく生活が回らない

時に、妻が「ああしなさい、こうしなさい」と言う様子からきつい人と見られて、「あんな強い

妻に頑張って耐えているよね」というように、被害者が加害者に見えて、加害者が被害者に見

えるということもあります。 

 

４、暴力でコントロールされる被害者 

 野田の事件で問題だと思うのは、夫の意向で妻の実母ですら連絡がとれなかったということ

です。DV では、家族・友人との連絡を絶たせて被害者を孤立させるということが行われます。

また、娘への虐待に母親が加担していたと言われますが、DV で心を支配されている状態だか

ら、母親が父親に迎合して逆らわないというのは DV 被害者あるあるの基本です。もし母親が

父親に逆らって娘をかばったことがばれたら、どのような報復がまっているのかという視点を

持って考えると母親を責めることは出来ません。裁判官は、母親に「心愛ちゃんが頼るべきは

あなたしかいなかった。今後は社会の中で、心愛ちゃんや今回のことを振り返って反省の日々

を過ごしてほしい」と言っていますが、なぜこんなことが起こったのか、母親に反省を求める

べきことなのかと思います。何で児童相談所が保護できなかったのか、何で DV と言われたと

きに保護できなかったのか。さまざまなところで、私たちの社会が彼らに手を差し伸べなかっ

たことが問題で、母親の問題だと矮小化してはならないのではないかと思います。 

 

５、予防の必要性 

 日本のポスターには通告系のものが多いですが、もう少し予防に力をいれてもらいたいと思

います。誰にも知られずに相談できますから、勇気を出して気軽に相談してください、という

ようなものであったら、もう少し救われるのではないかと思います。例えばドイツだと、親権

という概念がなくなっただけではなく、親がその子の発達のために援助が必要な場合に社会的

支援の請求権を有すという法律があるそうです。親が支援される権利があるのです。 

 虐待に関しては、父親が育児をするようになってきて、父親の加害割合が増えてきましたが、

やはり一番多いのは日常的に接している母親なんですね。殺人の場合は、望まない妊娠で子ど

もを産んで殺してしまうというようなケースも多くあります。 

 子育てが大変で、やむにやまれず虐待に至ってしまったという人達がたくさんいます。通報

をして子どもを一時保護したり、養護施設に入れたら解決したかというと、全く問題解決には

なっていないですよね。だから、虐待を予防するというように今世界的な潮流になっているの

で、日本でも是非そうなるといいなと思います。 

 

※野田の事件 

「野田小４女児虐待事件」…2019 年 1 月に千葉県野田市で起こった虐待事件。 

 


